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研究成果の概要（和文）： 本課題の研究により、①国家安全保障に関するアメリカの秘密保全法制の正確な把握と紹
介、②秘密保全と自己統治・民主主義との関係のあり方の検討、③秘密漏洩に対する処罰やマスメディアによる公表行
為の処罰等、裁判における秘密の扱い方などに関する人権論的観点からの検討、④秘密保全に関する執行府と立法府、
裁判所との間の適切な役割分担と協働のあり方に関する権力分立的観点からの検討、という多角的側面から検討できた
。

研究成果の概要（英文）： This research is a study of the national security classified information from 
various angles, especially from constitutional perspective. I explain or consider,(1) the comprex system 
of classified information concerning national security in the United States,(2) the relationship between 
classified information and self-government,(3) the constitutionality of punishment that imposed to 
publication of national security information by mass media, and how to treat national security 
information in the court,(4) the division of roles of legislature, executive, and court concerning 
national security information.

研究分野： 憲法学
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１．研究開始当初の背景 
（１）研究開始当初、ウィキリークスによる
大量の機密文書の暴露、尖閣諸島沖漁船衝突
事件の映像漏洩問題、警視庁外事警察情報漏
洩問題、中国書記官スパイ疑惑事件などを受
けて、日本において国家安全保障に関する秘
密保全のあり方に大きな注目が集まってお
り、また、2011 年 8 月 8 日に「秘密保全の
ための法制の在り方に関する有識者会議」が
発表した報告書、それを受けた秘密保全法の
制定に向けた政治動向を受け、喧しい議論が
展開されていた。 
 
（２）しかし、そこで展開されている憲法的
観点からの議論は、表現の自由や報道の自由
といった、人権論の観点から秘密保全制度を
創設することそれ自体を批判的に分析する
ものが多いように見受けられた。そうした観
点からの検討が重要であることは疑いない
が、それにとどまらず、民主主義や自己統治
との関係の理論的整理、執行府の情報保全の
必要性とその適正さを担保する制度の仕組
みの構想、議会や裁判所との協働や役割分担
の方法といった権力分立的観点からの検討
もまた、必要不可欠であるように思われるが、
それが十分になされているとはいえない状
況にあった。 
 
（３）報告者は、これまで、2001 年の 9.11
同時多発テロ以降のアメリカのテロ対策が
抱える様々な問題について研究してきた。そ
れらの研究が明らかにしたのは、とりわけ国
防や国家安全保障に関する問題において執
行府が果たす役割の大きさと、他権の限定的
役割であった。本研究は、それらの研究成果
も踏まえて、法整備状況や議論が進んでいる
アメリカ合衆国の国家安全保障に関する秘
密保全法制について研究を進めることで、と
かく表現の自由や報道の自由の観点からの
分析・検討に傾斜しがちであった国家秘密保
全に関する日本の研究状況に対して、新たな
視点からの貢献を果たすことができるので
はないかと考えた。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的として、大きく次の 3 つの目
的を立てた。 
（１）「国家安全保障に関する秘密保全法制
の全体像の正確な把握」。 
秘密保全法制のあり方を規範的観点から

考察するための前提として、複数の大統領命
令とパッチワーク的な法律によって構成さ
れている複雑なアメリカの秘密保全法制を
正確に理解すること。 
 
（２）「秘密保全法制と自己統治的民主主義
との関係という理論的研究」。 
国家安全保障に関する秘密保全と、十分に

情報が与えられた国民による自己統治とい
う民主主義の理念とが矛盾する可能性があ

ることを踏まえて、この論点に関するアメリ
カの理論研究の整理と検討を行うこと。 
 
（３）「秘密保全法制に関する人権論的観点
と権力分立的観点からの研究」。 
国家安全保障に関する秘密保全法制が人

権論と交錯する局面として、秘密漏洩の処罰
とマスメディアによる公表行為に対する処
罰を巡る議論を整理・検討する。そして、秘
密保全に関して、執行府、立法府、司法府そ
れぞれが独自に果たすべき役割と協働すべ
き役割を巡る権力分立的観点から議論を整
理・検討すること。 
 
３．研究の方法 
（１）上記の３つの目的を達成するために、
関連する文献・資料、法令の読解と分析、整
理を中心とした研究を行った。 
（２）加えて、適宜専門的知識を有する学者
に対してインタビューやヒアリングを行っ
たが、本研究の途中の 2013 年 12 月に「特定
秘密の保護に関する法律」が制定されたこと
を受けて、それに対する外国からの評価とい
う視点も踏まえたインタビューやヒアリン
グを行った。 
 
４．研究成果 
（１）まず、秘密保全法制の問題を考えるに
あたっては、相互に関連することを踏まえつ
つも、問題局面を区別して論じることが有益
であるとして、試論的に次の 7つの問題局面、
すなわち、①秘密の「原理論」、②秘密の「指
定」、③秘密の「管理」、④秘密の「解除」、
⑤秘密の「公開」、⑥秘密の「適正さの確保」、
⑦秘密漏洩への「処罰」に区別して、それぞ
れについて検討を行うという視座を設定し
た。これは、上記の 3 つの目的をより具体化
したものである。 
 
（２）①秘密の「原理論」については、国家
秘密と自己統治の相克という視角から、この
相反する要請に対して、アメリカが取ってき
た「非対称アプローチ」を明らかにした。「非
対称アプローチ」とは、公務員による機密情
報漏洩と、プレスを中心とする一般公衆が当
該情報を公表することとを区別し、前者につ
いて厳しい統制を認める一方、後者について
の規制を憲法上認めないとする考え方で、ア
メリカの判例法理のなかで現れた考え方で
ある。そのうえで、この「非対称アプローチ」
が、情報通信技術等の進展により、ウィキリ
ークスのような、従来のメディアに分類する
ことが困難な主体の登場によって揺らいで
いる現状を明らかにした。 
 
（３）②秘密の「指定」、③秘密の「管理」、
④秘密の「解除」、⑤秘密の「公開」、⑥秘密
の「適正さの確保」については、それらが法
律ではなく大統領命令によって構築されて
いること、したがって、大統領が変わること



により制度自体も変わるということを明ら
かにするとともに、オバマ大統領命令によっ
て構築された現在の制度の仕組みを明らか
にした。 
 関連して、⑦秘密漏洩への「処罰」は、必
ずしも法律の規制対象と、大統領命令によっ
て機密情報とされた情報とが結びついてお
らず、そのこともあって制度が錯綜している
ことを明らかにした。 
 
（４）⑥について、さらに、大統領命令によ
り設置された「半」独立機関である、情報保
全監督局（Information Security Oversight 
Office, ISOO）、省庁間機密情報上訴審査会
（ Interagency Security Classification 
Appeals Panel, ISCAP）、国家秘密解除セン
ター（ National Declassification Center, 
NDC）が一定の役割を果たしていること、さ
らに、国立公文書館（National Archives and 
Record Administration）がそれらの「半」
独立機関と深く関わっていることを明らか
にした。 
次に、機密指定有効期限の到来「前」にお

ける秘密指定の適切さの確保のための仕組
み と して、 基 本的機 密 指定指 針 審 査
（ Fundamental Classification Guidance 
Review）、必要的機密解除審査（Mandatory 
Declassification Review, MDR）などの手続
が定められていることを明らかにした。 
 
（５）秘密保全については、行政府（執行府）
が中心的な役割を果たすが、それに対して他
権はどのような役割を果たすのかという、権
力分立的観点からも、⑥秘密の「適正さの確
保」について検討した。 
それにより、まず議会による統制として、

連邦議会の関連委員会への報告義務の賦課
や、議会設置による委員会（「公益的機密解除
委員会（Public Interest Declassification Board, 
PIDB））のよる関与などといった方法が採ら
れていることを明らかにした。 
次に裁判所による統制として、公開で審議

される刑事事件において、被告人の弁護等に
とって重要となる情報が機密情報である場
合における当該機密情報の証拠利用に関す
る裁判前の手続について定めた法律である、
「 機 密 情 報 刑 事 手 続 法 （ Classified 
Information Procedures Act, CIPA）」の仕組
みを詳細に見た（施行規則と併せて翻訳も行
った）。 
それにより、裁判における機密情報の漏え

い防止のために保護命令を出す権限を裁判
所に付与し 、被告人が特定秘密を開示しよ
うとする場合に事前通知の義務付けなどを
定める一方 、機密情報を裁判において開示
するか否かの最終的な判断を政府に委ね、政
府が要求すれば、裁判所はその要求の当否を
審査せずに、被告人による機密情報の開示を
禁止する命令を出すが、その場合には、起訴
の取下げまたは裁判所が適当と認める命令

に従わなければならない、などと規定してい
ることを明らかにするなどした。 
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